
設置場所 三木町大字

電話 （     ）人槽

電　話 　：

事前申請（ 　.     .     ) ※申請額が予算額を超えた場合、抽選となります。

※ 申請日、着手日（申請日以降）、完了日（2月28日までに竣
工できないものは受付不可）を適切に記載すること

※東讃保健福祉事務所の収受印が押してあること
※建築確認がある場合はなくても可

※建築確認が不要の改造の場合と、設置場所が鹿庭・奥山・朝
倉・小蓑の場合は不要

※単独浄化槽及び汲取り便槽を撤去する場合は、その配置も記載
すること

※契約日が申請日よりも前であること

※単独浄化槽及び汲取り便槽を撤去する場合は、その撤去費・配
管費の内訳がわかるもの（清掃・撤去・処分費等の内訳がわかる
もの）

※11人槽以上の場合は不要。登録証の有効期間が過ぎているもの
は受付不可

※11人槽以上の場合は不要

※町外からの申請の場合は不要

※現場打ちの場合は不要

※ 日付を記載、自署であること。必要事項にチェックが入ってい
ること。

※事業完了年月日⇔報告日が1ヶ月以内（ただし、2月末の方が早
い場合は、2月末）

※契約日が報告日よりも前であること

※契約日が報告日よりも前であること

７条・11条検査申込書
※型式、人槽等が申請内容と相違ないこと

※設置者本人もしくは同居家族が受講すること

※単独浄化槽及び汲取り便槽を撤去する場合は、その撤去費・配
管費の内訳がわかるもの（清掃・撤去・処分費等の内訳がわかる
もの）
※日付を記入すること

※単独浄化槽及び汲取り便槽を撤去する場合は、その配置を記載
すること

※別紙必要写真一覧を参照

※申請者名義の口座であること
※振込先口座確認ができる通帳の写し等（金融機関名、口座情
報がわかる部分）

※A、B-2、D、Eの写しを提出すること

※別紙必要写真一覧を参照

※A、B-2、D、Eの写しを提出すること

※別紙必要写真一覧を参照

※香川県浄化槽協会の収受印があるもの

備　　考 ※　　　月　　　日入居予定　・　入居済

補助金事前申込書

補助金交付請求書

見積書

Ｃ票・登録証

完納証明書（世帯用）

保証登録証（市町村用）

位置図

予定配管図

補助金交付申請書

設置届

建築確認

請負契約書

請求書 または 領収書

浄化槽設置者講習会終了証の写し

実績報告書

氏名

 □ 公共下水道エリア　（北部・南部（認可外）・東部北・東部南）

 □ 農業集落排水エリア（三木中央）

 □ エリア外

 □ 新築
 
 □ 増改築（汲取・単独）

　　撤去　有　・　無

 □ 改造（汲取・単独）

　　撤去　有　・　無

施工業者 ： （担当者名：  　    　　　　 ）

工事写真

浄化槽使用廃止届の写し

工事写真

産業廃棄物管理票（マニフェスト）

補助金交付申請

申請日

(    .    .    )

実績報告

提出日

(    .    .    )

汲取り便槽
撤去

単独処理浄化槽
撤去

工事工程写真

産業廃棄物管理票（マニフェスト）

完成配管図

認定シート

底版コンクリート承認図

浄化槽設備士免状

チェックリスト

確認書兼誓約書

維持管理業務契約書

清掃契約書


